お世話になります、福山市議会議員の大田ゆうすけです。
配信不要の方は恐れ入りますが、その旨をご返信ください。
　神辺町との合併協議が流れたとの報道があった直後、合併調査特別委員会の視察で、長野市に行って来ました。
　長野市は1月1日に1市1町3村が合併し、福山市とほぼ同規模の町であり、合併の形態も福山と似通っていたので、視察先として選定しました。合併の経緯と準備と合併後の状況を視察に行ったのですが、福山市と神辺町との合併がほぼ白紙に戻った今、やや力が入りにくくなったと言うのが本音です。とは言え、昨年から予定されていた視察ですし、行けば行ったで学ぶべき点も多かったです。
長野市合併推進室：http://www.city.nagano.nagano.jp/ikka/gappei/index.html
　長野市の人口36万人に対して、合併する1町3村を合計しても2万人余りと人口規模に大きな差があり、当然編入合併です。長野市民の関心は低く、合併推進室は計11回の「市民会議」を開催し、市長自ら市民に対して合併のメリット・デメリットを説明したそうです。参加した市民は合計1000人程度と、36万人の人口からすると少ないと言わざるを得ません。しかし、市民会議の議事録を読みましたが、市長が毎週のように50～100人規模の公民館等の会場に出向き、直接説明をしたという事は素晴らしい事だと思います。その会議の席上で市長が度々訴えられていた事が、「都市内分権」に伴う「住民自治」です。住民が積極的に町づくりに関与してほしい、それにより合併によって市の面積が738平方kmとなり、市民の声が市役所に届きにくくなるデメリットを抑えられるのではないか？　それぞれの地域住民の意見を出す住民組織をどのように作るか？　といった長野市内の都市内分権について市長の指示の基に研究しておられました。
　また、「地域総合事務所」という構想も打ち出されております。これまで支所と言えば窓口サービスのみというのが一般的ですが、総合事務所には50人程度の職員を配置し、土木などの課も設け、住民サービスをもう1ランク上げて、所長は本庁の部長クラスを据え、ある程度の権限も持たすとの事です。市中央部と周辺部の格差を無くすためにも、総合事務所が必要と市長は言われていますが、新たな「役所」の創設に反対意見があるのも事実だそうです。しかし、将来的には政令指定都市を目指すと明言されており、ある意味において「区役所」の前段階を考えておられるのかもしれません。
福山市も人口が42万人となり、行政の小回りが利きにくくなりつつあります。仮に神辺町と合併すれば人口46万人となり、長野で検討中の地域総合事務所的なモノが無いと、本庁の担当部課長のみでは市全域を把握しきれなくなったでしょう。
　ところで、神辺との合併については、合併特例債についての議論もあまりなかったように思います。神辺町の公共事業がメインだから福山市民には関係ないと思われたかもしれません。それ以前に「合併特例債」を「補助金」と勘違いしていた方も多かったようです。有利な条件で借りることのできる特例債ですが、これだけ借りられるからこれをやろうという考えではなく、福山市にとっても、神辺町にとっても本当に必要な事業は何かという議論が必要だったように思います。
また、福山市は合併してどんな町になりたいのか？　この点の議論も抜け落ちていました。長野では市民会議やシンポジウムにて、この事がたびたび議論されていました。福山市民が自分たちの地域を意識し、福山の良い所・悪い所を自信を持って説明できるところまで意識が高まっていれば、おのずと「どんな町になりたいか？」という答えも出るはずです。神辺との合併を「結婚」と例えるのであれば、もっともっとお互いの良い所・悪い所を出し合い、納得して結婚するべきですが、今回はそのような雰囲気を市民の間に作れなかった事に、一市議会議員として責任を感じております。しかし、水面下の調整ということで、私自身も情報が少なかったのも事実です。
　ただ、ある市民団体と「要望書」を出す準備を進めておりましたが、先に結論が出てしまい、幻に終わってしまいましたので、下記にご紹介します。
-----------------------------------------------------------------------

福山市と神辺町の合併問題についての要望書（案）
－合併のメリット・デメリットについて住民への説明を要望します－
　福山市と神辺町との合併問題は、合併特例法期限の3月末に向けて、刻々と時間が経過しておりますが、福山市民の私たちはそれを座視して良いのか、否か、確信が持てない状況です。私たちは合併推進派でも反対派でもありませんが、ただこの町に住んでいる市民としての責任を果たしたいと考えております。何しろ合併による具体的なメリット・デメリットは皆目見当が付かない状況であり、福山市のホームページが唯一の情報であります。
ホームページによると、「地域づくり・まちづくりの面では」においては、下記のメリットがあるとうたわれています。
★広域的な視点に立った道路や公共施設の整備，土地利用などにより，計画的で一体的なまちづくりを重点的・効果的に実施することが可能となります。
★環境問題を始め広域的な取組が必要な課題について，有効な施策を効率的に推進することができるようになります。
　上記について、例として聞くところによると、神辺町と合併した場合、現在14％という神辺町の下水道普及率が、10年間で30％程度に上昇する見込みがあり、合併処理浄化槽の設置も進み、高屋川の浄化にかなりの期待が持てるとの事です。そうなれば、芦田川の浄化に取り組む私たちにとっても大変喜ばしい事であります。市町の境の存在の弊害は、神辺町から流れ出た廃水を、福山市に入った地点で高屋川浄化施設に取り込み、浄化するという非効率な方策にも現れています。浄化施設建設にかかった費用を直接神辺町の下水道整備等に投入していれば、より高い効果が期待できたのではないかとの思いがあります。芦田川流域全体を見据えた河川浄化に取り組むには、合併の効果は大きいものと考えます。
　福山市や議会は、神辺町からの「新設合併」の要望を批判するだけではなく、合併により生じる、福山市民及び神辺町民にとってのメリット・デメリットを明らかにしながら、双方の住民の考えや意見を汲み上げることが、今取り組まなければならない重大な責務であり、そのことなしには住民が合併問題を十分に理解し、議論することは出来ないと考えます。
　もとより、住民自治は憲法が住民一人一人に直接保障している自己統治権（自分達の町は自分達で治める）であり、住民の基本的な権利です。市・町などの行政区域は、なによりも住民の意思が尊重され、決められるべきです。
　合併により利益や不利益を被るのは住民であり、とりわけ次代を担う子供達です。住民不在の合併論議ではなく、住民の基本的権利と意思が保障されるよう、合併による具体的なメリット・デメリットを住民に提示すること強く求めます。
-----------------------------------------------------------------------

　最後に言える事は、町の個性は住民自らが作るものであって、決して行政から与えられるものではありません。私たちの地域は、このような権限を与えてくれたら、このような事をぜひやりたいというような意欲を持つことが必要であり、住民自治の第一歩だと考えております。
※※※※※※※※※※※※※※※※※
       　　　　大田 ゆうすけ
　　　　 　 orion@urban.ne.jp
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